
町ホームページ 

松伏町１か月児健康診査費用一部助成のお知らせ 
   

１. 助成対象者 
 
1 か月児健康診査を受けた乳児の保護者で、健康診査受診日に松伏町に住民登録がある方 

 

２. 助成金額 
 
健診を受診した乳児一人につき上限 6,000 円 

※上限額よりも健診費用が高額の場合、差額は自己負担となります。 

 

３. 申請方法（電子申請もしくは窓口申請） 
 

電子申請…スマホ町役場から申請可能です。 

『５.手続きに必要な書類』を準備して申請してください。    

※医療機関発行の領収書及び診療明細書の原本を後日提出（郵送または窓口提出）していただくことで 

申請完了となりますので、ご注意ください。 
 

窓口申請…4か月児健康診査受診時に『５.手続きに必要な書類』を揃えて提出してください。 

※4か月児健康診査に来られなかった場合は、9か月児健康診査もしくは別日に来所し、申請してください。 

 

４. 申請期限 
 
健診を受診した乳児の 1 歳の誕生日まで 

 

５. 手続きに必要な書類  

 
（１）松伏町１か月児健康診査費助成金交付申請書兼請求書 

※４か月児健康診査の案内に同封し送付します。なお、町のホームページからダウンロードも可能です。 

（２）母子健康手帳（１か月児健康診査欄）※窓口申請の場合はコピー 

（３）医療機関発行の領収書の原本  

（４）医療機関発行の診療明細書の原本 

（５）振込口座が確認できる通帳またはキャッシュカード ※窓口申請の場合はコピー 

※上記（５）がない場合（インターネットバンキング等）は、口座情報が確認できる画面を印刷したもの。 
 

６. 注意事項 
 

次に該当する場合は、助成対象になりません。 

（１）保険が適用された費用・治療のための費用 

（２）複数回受診した場合の費用 

 
🌷お問合せ🌷 

松伏町保健センター ☏048-992-3170 

平日 8 時 30 分～17 時 15 分 


